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（
法
務
委
員
会
）

商
法
及
び
国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
航
空
運
送
及
び
複
合
運
送
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
危
険
物
に
つ
い
て
の

荷
送
人
の
通
知
義
務
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
船
舶
の
衝
突
、
海
難
救
助
、
船
舶
先
取
特
権
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行

う
と
と
も
に
、
商
法
の
表
記
を
現
代
用
語
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

商
法
の
一
部
改
正

１

陸
上
運
送
に
関
す
る
第
二
編
第
八
章
の
規
定
を
海
上
運
送
、
航
空
運
送
及
び
複
合
運
送
に
も
妥
当
す
る
総
則
的
規
律
に

位
置
付
け
る
た
め
、
運
送
人
の
定
義
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

２

荷
送
人
は
、
運
送
品
が
危
険
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
引
渡
し
の
前
に
、
運
送
人
に
対
し
、
そ
の
旨
及

び
当
該
運
送
品
の
安
全
な
運
送
に
必
要
な
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
や
、
運
送
品
の
滅
失
等
に
つ
い

て
の
運
送
人
の
責
任
は
、
運
送
品
の
引
渡
し
が
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ
れ
な
い
と
き
は
消
滅
す

る
と
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
運
送
全
般
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

３

船
舶
の
衝
突
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
う
ち
財
産
権
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
も
の
は
、
不
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法
行
為
の
時
か
ら
二
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
の
規
定
や
、
船
舶
の
運
航
に
直
接
関
連
し

て
生
じ
た
人
の
生
命
又
は
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
者
は
、
船
舶
及
び
そ
の
属
具
に
つ
い
て
第
一

順
位
の
先
取
特
権
を
有
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
海
商
全
般
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

４

第
二
編
第
五
章
か
ら
第
九
章
ま
で
及
び
第
三
編
に
つ
い
て
、
そ
の
表
記
を
平
仮
名
・
口
語
体
に
改
め
、
用
語
を
平
易
な

も
の
に
改
め
る
等
の
表
記
の
現
代
用
語
化
を
行
う
。

二

国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
改
正

船
舶
先
取
特
権
に
関
す
る
規
定
を
削
る
な
ど
、
国
際
的
な
海
上
物
品
運
送
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


